
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

資材価格高騰等に対する特例措置（以下「特例措置」という。）は、今般の急激
な資材価格高騰により、公共工事の積算時点と当初契約時点における設計単価に乖
離が生じる場合があることから、当初契約締結後、設計単価の適用年月を積算月か
ら当初契約月に変更するものです。 
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四日市港管理組合 
Yokkaichi Port 

 

 


